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有
報
の
記
載
事
項
の
整
理
等
、検
討

─
金
融
審
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
Ｗ
Ｇ

金
　
　
融

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
保
証
基
準
、検
討

開
始
─
企
会
審
サ
ス
テ
ナ
情
報
保
証
部
会

監
　
　
査

去
る
５
月
18
日
、
金
融
庁
は
第

５
回
金
融
審
議
会
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー

ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ（
座

長
：
神
作
裕
之
・
学
習
院
大
学
法
学

部
教
授
）（
以
下
、「
本
Ｗ
Ｇ
」
と
い

う
）
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

有
報
の
記
載
事
項
の
整
理

有
報
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
、

２
０
２
５
年
中
に
開
催
さ
れ
た
本
Ｗ

Ｇ
で
は
、「
投
資
家
に
と
っ
て
有
用

性
が
限
定
的
で
あ
り
、
企
業
に
と
っ

て
負
担
感
が
大
き
い
事
項
を
見
直
す

べ
き
」、「
有
報
と
事
業
報
告
等
と
の

一
本
化
と
そ
れ
を
通
じ
た
総
会
前
開

示
の
議
論
の
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
検

討
す
べ
き
」
と
の
意
見
が
聞
か
れ
て

い
た
。

一
方
、
法
制
審
議
会
・
会
社
法
制

部
会
で
は
、「
開
示
に
係
る
会
社
の

作
業
負
担
の
軽
減
の
た
め
に
は
『
一

本
化
』
だ
け
で
な
く
、
有
報
と
事
業

報
告
等
の
開
示
事
項
の
共
通
化
の
徹

底
や
、
事
業
報
告
等
の
固
有
部
分
の

必
要
性
を
精
査
し
、
必
要
で
あ
れ
ば

有
報
の
開
示
事
項
に
追
加
す
べ
き
」

と
の
指
摘
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
金
融
庁
・
法

務
省
は
事
業
報
告
等
の
固
有
部
分
を

特
定
す
る
と
と
も
に
、
有
報
の
開
示

事
項
と
の
共
通
化
を
図
る
た
め
の
検

討
作
業
を
行
い
、
今
後
、
こ
れ
ら
の

検
討
結
果
の
対
応
表
を
公
表
す
る
予

定
で
あ
る
。
ま
た
、
必
要
な
場
合
に

は
２
０
２
８
年
３
月
期
か
ら
の
適
用

を
目
指
し
、
府
省
令
等
の
改
正
を
含

め
た
対
応
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
し

て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
事
務
局
は

次
の
提
案
を
示
し
た
。

有
報
の
記
載
事
項
の
整
理
に
あ

た
っ
て
は
、
企
業
が
開
示
に
負
担
感

を
感
じ
て
い
る
記
載
事
項
を
特
定
し
、

当
該
記
載
事
項
の
投
資
判
断
に
と
っ

て
の
有
用
性
を
確
認
し
た
う
え
で
、

有
報
と
事
業
報
告
等
と
の
一
本
化
の

実
現
と
総
会
前
開
示
の
進
展
に
向
け

た
取
組
み
と
の
整
合
性
や
、
海
外
の

開
示
制
度
と
の
比
較
と
い
っ
た
観
点

も
踏
ま
え
て
検
討
す
る
。

こ
れ
を
前
提
と
し
た
場
合
、
ま
ず

は
、
有
報
の
固
有
の
開
示
事
項
を

対
象
と
し
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と

し
、
見
直
し
後
の
記
載
様
式
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
事
業
報
告
等
の
固
有

の
開
示
事
項
の
見
直
し
時
期
と
同
じ

２
０
２
８
年
３
月
期
か
ら
と
す
る
。

委
員
か
ら
は
、
お
お
む
ね
賛
意
が

聞
か
れ
た
。
ま
た
、「
一
本
化
が
実

現
し
て
も
総
会
３
週
間
前
開
示
が
大

き
な
負
担
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら

ず
、
総
会
の
後
倒
し
を
実
施
し
た
と

し
て
も
、
第
１
四
半
期
の
決
算
作
業

と
重
な
り
大
き
な
負
担
と
な
る
。
そ

の
た
め
四
半
期
開
示
の
あ
り
方
に
つ

い
て
も
検
討
す
べ
き
」、「
海
外
の
開

示
制
度
と
の
比
較
に
つ
い
て
、
制
度

だ
け
で
は
な
く
開
示
の
実
態
も
含
め

て
比
較
す
べ
き
」
と
の
意
見
が
聞
か

れ
た
。

情
報
開
示
の
あ
り
方

現
状
の
情
報
開
示
全
般
に
つ
い

て
、
２
０
２
５
年
中
に
開
催
さ
れ
た

本
Ｗ
Ｇ
で
は
「
任
意
開
示
書
類
も
含

む
複
数
の
開
示
媒
体
に
お
い
て
情
報

開
示
の
重
複
が
み
ら
れ
、投
資
者
側
・

企
業
側
の
双
方
に
と
っ
て
非
効
率
な

状
況
が
生
じ
て
い
る
」
と
の
指
摘
が

聞
か
れ
て
い
た
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
事
務
局
は
法

定
開
示
書
類
、
取
引
所
規
則
上
の
開

示
書
類
、
任
意
開
示
書
類
間
の
情
報

開
示
の
重
複
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
な

か
で
、
あ
る
べ
き
情
報
開
示
の
あ
り

方
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
。

委
員
か
ら
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
開
示

に
お
け
る
目
的
を
明
確
に
し
、
必
要

に
応
じ
て
相
互
参
照
を
利
用
し
負
担

を
軽
減
し
て
い
く
こ
と
が
有
用
」
と

の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

去
る
５
月
25
日
、
金
融
庁
は
、
企

業
会
計
審
議
会
第
１
回
サ
ス
テ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
情
報
保
証
部
会
（
部
会
長
：

阪
智
香
・
関
西
学
院
大
学
商
学
部
教

授
）
を
開
催
し
た
。

当
部
会
は
４
月
24
日
に
開
催
さ
れ

た
企
業
会
計
審
議
会
総
会
（
２
０
２
６

年
６
月
１
日
号
（
№
１
７
７
７
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）に
お
い
て
、

「
国
際
的
な
動
向
を
踏
ま
え
、
サ
ス

テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
第
三
者
保
証

に
つ
い
て
、
国
際
基
準
と
整
合
性
が

確
保
さ
れ
た
基
準
の
あ
り
方
に
つ
い

て
必
要
な
審
議
・
検
討
を
行
う
」
こ

と
を
審
議
事
項
と
し
て
、
設
置
さ
れ

た
も
の
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

保
証
基
準
等
の
検
討
に
係
る
基
本

的
な
考
え
方

わ
が
国
に
お
い
て
、
第
三
者
保
証

を
実
施
す
る
た
め
の
基
準
は
Ｉ
Ｓ
Ｓ

Ａ
５
０
０
０
（
国
際
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
保
証
基
準
）、Ｉ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
（
国

際
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
倫
理
・
独
立

性
基
準
）、
Ｉ
Ｓ
Ｑ
Ｍ
１
（
国
際
品

質
管
理
基
準
）
と
い
っ
た
国
際
基
準

と
整
合
的
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
あ
わ
せ
て
、
２
０
２
８
年
３
月

期
か
ら
時
価
総
額
３
兆
円
以
上
の
プ

ラ
イ
ム
市
場
上
場
企
業
に
保
証
が

義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

２
０
２
７
年
３
月
を
目
指
し
て
、
保

証
基
準
等
を
利
用
可
能
と
す
る
必
要

が
あ
る
。

ま
た
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報

の
作
成
者
で
あ
る
企
業
や
投
資
家
に

と
っ
て
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の

保
証
に
関
し
て
重
要
と
考
え
ら
れ
る

点
が
わ
か
り
に
く
い
と
の
懸
念
に
加

え
、
わ
が
国
に
お
け
る
サ
ス
テ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
保
証
の
担
い
手
は
、
登
録
要

件
を
満
た
せ
ば
監
査
法
人
以
外
の
者

も
参
入
可
能
で
あ
る
た
め
、
保
証
業

務
実
施
者
が
遵
守
す
べ
き
考
え
方
と

い
っ
た
広
く
基
本
的
な
事
項
を
整
理

す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
事
務
局
は

次
の
提
案
を
示
し
た
。

・
国
際
基
準
と
同
等
な
基
準
と
し
つ

つ
必
要
な
調
整
を
行
う
べ
き
点
、

保
証
業
務
実
施
者
が
遵
守
す
べ
き

基
本
的
考
え
方
（
保
証
の
目
的
・

意
義
、
特
に
遵
守
す
べ
き
重
要
な

事
項
等
）
に
つ
い
て
の
意
見
書
を

と
り
ま
と
め
る
。

・
実
務
指
針
（
保
証
基
準
等
）
の
策

定
方
法
に
つ
い
て
は
、
登
録
要
件
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野
球
部
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
、
相

手
チ
ー
ム
に
対
し
て
善
意
で
差
し
入

れ
た
弁
当
が
実
は
腐
っ
て
い
て
、
相

手
チ
ー
ム
が
全
員
腹
を
下
す
。
そ
れ

を
知
っ
た
部
員
た
ち
は
罪
悪
感
を
覚

え
て
試
合
に
全
力
で
取
り
組
め
な
い
。

そ
の
様
子
を
み
た
顧
問
が
『
そ
れ
は

そ
れ
‼　
こ
れ
は
こ
れ
‼
』
と
言
い

放
ち
、
我
に
返
っ
た
部
員
た
ち
は
本

来
の
力
を
発
揮
で
き
、
試
合
に
勝
つ
。

こ
れ
は
、
熱
血
ス
ポ
ー
ツ
ギ
ャ
グ
漫

画
で
あ
る
『
逆
境
ナ
イ
ン
』（
島
本
和

彦
）
と
い
う
作
品
の
一
場
面
で
す
。
こ

こ
で
登
場
す
る
「
そ
れ
は
そ
れ
‼　

こ

れ
は
こ
れ
‼
」
と
い
う
言
葉
は
、
筆
者

の
座
右
の
銘
の
1
つ
で
、
実
際
さ
ま
ざ

ま
な
場
面
で
役
立
っ
て
い
ま
す
。
た
と

え
ば
、
不
愉
快
な
態
度
を
と
っ
て
く
る

人
が
、
至
極
ま
っ
と
う
な
主
張
を
し
て

い
る
と
き
、
感
情
と
事
実
を
分
け
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
前
回
の
企
画
が
う
ま
く

い
か
ず
落
ち
込
ん
で
も
、
今
回
の
企

画
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
は
限
ら
な
い

と
い
う
よ
う
に
、
過
去
の
失
敗
と
現

在
の
挑
戦
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

新
年
度
と
な
り
、
研
修
や
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
の
場
面
で
新
入
社
員
と
話
す
機

会
が
増
え
ま
し
た
。
彼
ら
の
話
を
聞

い
て
い
る
と
、
世
の
中
の
価
値
観
や
ビ

ジ
ネ
ス
の
常
識
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の

に
自
分
の
人
生
が
飲
み
込
ま
れ
る
こ
と

で
、
悩
み
迷
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

え
ま
す
。
つ
ま
り
、
世
の
中
の
価
値

観
や
ビ
ジ
ネ
ス
の
常
識
（
＝
「
そ
れ
」）

と
自
分
の
人
生
（
＝
「
こ
れ
」）
を
分

け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

ま
ず
、
世
の
中
の
価
値
観
に
私
た

ち
は
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
関
係
に
お
い

て
は
、「
空
気
を
読
ん
で
余
計
な
一
言

を
い
わ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」、「
発
言
す
る
と
き
は
正
解
を
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
な
ど
の
価
値

観
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
物
事
へ
の
取
り

組
み
方
に
お
い
て
は
、「
失
敗
し
な
い

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
す

ぐ
に
役
に
立
た
な
い
こ
と
や
遠
回
り
は

価
値
が
低
く
、
最
短
距
離
や
近
道
に

価
値
が
あ
る
」
な
ど
の
価
値
観
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
本
当
は
人
そ
れ
ぞ
れ
の

価
値
観
や
生
き
方
が
あ
っ
て
い
い
は
ず

な
の
に
、
私
た
ち
は
い
つ
の
間
に
か
こ

の
よ
う
な
世
の
中
の
常
識
に
染
ま
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

次
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
常
識
が
私
た

ち
の
生
活
を
侵
食
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
を
創
出
し
た
り

顧
客
満
足
を
高
め
た
り
す
る
た
め
に
は
、

「
不
便
」、「
不
満
」、「
不
安
」
な
ど
の

「
不
」
を
解
消
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
他
に
も
、
ビ
ジ
ネ

ス
シ
ー
ン
に
お
い
て
は
常
に
効
率
、
器

用
さ
、
正
確
性
、
ス
ピ
ー
ド
な
ど
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は

あ
く
ま
で
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
話
で
す
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
は
、
私
生

活
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
を
強
い
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
錯
覚
し
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
と
き
、「
そ
れ
は
そ
れ
‼

こ
れ
は
こ
れ
‼
」
と
い
う
言
葉
は
、
私

た
ち
を
解
放
し
て
く
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。「
よ
そ
は
よ
そ
、
う
ち
は

う
ち
」、「
仕
事
は
仕
事
、
私
は
私
」

と
割
り
切
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
空

気
を
読
み
す
ぎ
な
く
て
い
い
じ
ゃ
な
い

か
。
思
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
っ
て
い
い

じ
ゃ
な
い
か
。
失
敗
し
た
っ
て
い
い
じ
ゃ

な
い
か
。
マ
イ
ペ
ー
ス
に
や
れ
ば
い
い

じ
ゃ
な
い
か
。
非
効
率
で
不
器
用
で
も

い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
す
ぐ
に
結
果
が
出

な
く
て
も
数
年
後
に
結
果
が
出
る
か

も
し
れ
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
不
安
を
感

じ
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
だ
っ
て
、

私
は
私
な
の
で
す
か
ら
。

私
ら
し
く
な
い
、
む
な
し
さ
を
感

じ
る
、
無
理
し
て
い
る
な
ど
と
感
じ
た

と
き
、
も
し
か
し
た
ら
あ
な
た
に
と
っ

て
の
魔
法
の
言
葉
に
な
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。「
そ
れ
は
そ
れ
‼　

こ
れ
は
こ

れ
‼
」。

そ
れ
は
そ
れ
‼ 　
こ
れ
は
こ
れ
‼

メ
ン
タ
ル
ク
リ
エ
イ
ト 

江
口　

毅

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

を
満
た
せ
ば
参
入
可
能
で
あ
る
こ

と
、
現
時
点
に
お
い
て
サ
ス
テ
ナ

ビ
リ
テ
ィ
保
証
業
務
に
関
す
る
自

主
規
制
機
関
が
存
在
し
な
い
こ
と

を
踏
ま
え
、
当
面
の
間
は
、
金
融

庁
が
日
本
公
認
会
計
士
協
会
等
の

関
係
機
関
と
連
携
し
て
策
定
す
る
。

委
員
か
ら
は
、賛
意
が
聞
か
れ
た
。

国
際
基
準
と
の
調
整

事
務
局
は
、
現
時
点
で
国
際
基
準

と
の
調
整
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

と
考
え
ら
れ
る
次
の
４
つ
の
論
点
を

示
し
、
こ
の
ほ
か
に
検
討
す
べ
き
論

点
が
あ
る
か
意
見
を
求
め
た
。

・ガ
バ
ナ
ン
ス
に
責
任
を
負
う
者
（
保

証
業
務
実
施
者
が
保
証
の
な
か
で

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
べ

き
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
責
任
を

負
う
者
に
係
る
考
え
方
の
整
理
）

・
部
分
保
証
（
保
証
範
囲
の
詳
細
を

ど
の
よ
う
に
明
示
す
べ
き
か
等
の

特
有
の
論
点
へ
の
対
応
）

・
審
査
（
要
求
事
項
と
し
て
審
査
の

明
確
化
）

・
引
継
・
共
同
保
証
（
国
際
基
準
上

は
要
求
事
項
と
さ
れ
て
い
な
い
保

証
業
務
実
施
者
間
の
引
継
、
共
同

保
証
の
取
扱
い
）

委
員
か
ら
は
、「
保
証
が
適
正
性

か
準
拠
性
の
ど
ち
ら
の
枠
組
み
に
基

づ
く
の
か
明
確
化
す
べ
き
」、「
保
証

報
告
書
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め

の
工
夫
が
必
要
」
と
の
意
見
が
聞
か

れ
た
。

改
正
法
人
税
等
会
計
基
準
の
適
用
時
期

等
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
５
月
14
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
７
６
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

第
１
０
１
回
税
効
果
会
計
専
門
委

員
会（
２
０
２
６
年
６
月
１
日
号（
№

１
７
７
７
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
引
き
続
き
、
企
業
会
計
基
準

公
開
草
案
94
号
「
法
人
税
等
に
関
す

る
会
計
基
準
（
案
）」
等
に
つ
い
て
、

審
議
が
行
わ
れ
た
。

コ
メ
ン
ト
対
応

「
税
効
果
適
用
指
針
の
設
例
２
に

お
け
る
Ｂ
Ｓ
の
表
示
例
な
ど
で
『
法

人
税
等
合
計
』
と
い
う
用
語
が
あ
る

が
、『
税
金
費
用
合
計
』
な
ど
『
法

人
税
等
』
を
用
い
な
い
用
語
に
改
正

す
べ
き
」
と
の
コ
メ
ン
ト
が
聞
か
れ

て
い
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、事
務
局
か
ら「
法

人
税
等
合
計
」
を
「
税
金
費
用
」
と



経理情報●2026.6.10（No.1778） 6

譲
渡
人
が
Ｓ
Ｐ
Ｃ
で
あ
る
場
合
の
金
融

資
産
の
消
滅
範
囲
の
明
確
化
、公
表
議

決
へ
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商
品
専
門
委

会
　
　
計

修
正
す
る
対
応
案
が
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、賛
意
が
聞
か
れ
た
。

適
用
時
期

公
開
草
案
で
は
、
適
用
開
始
事
業

年
度
を
、「
改
正
法
人
税
等
会
計
基

準
を
公
表
し
た
日
か
ら
１
年
程
度
経

過
し
た
年
の
４
月
１
日
を
想
定
し
て

い
る
」
と
し
、
早
期
適
用
は
、
改
正

基
準
公
表
日
以
後
開
始
事
業
年
度
の

期
首
か
ら
と
提
案
さ
れ
て
い
た
。

仮
に
２
０
２
６
年
７
月
頃
に
改

正
基
準
を
公
表
し
た
と
き
、
３
月

決
算
企
業
に
お
け
る
早
期
適
用
は
、

２
０
２
７
年
４
月
１
日
以
後
開
始
事

業
年
度
の
期
首
か
ら
と
な
り
、
３
月

決
算
企
業
が
早
期
適
用
を
望
む
場
合

で
も
、
準
備
期
間
は
確
保
さ
れ
る
。

前
記
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
次
の

事
務
局
案
が
示
さ
れ
た
。 

⑴　

改
正
法
人
税
等
会
計
基
準
は
、

２
０
２
８
年
４
月
１
日
以
後
開
始

す
る
連
結
会
計
年
度
お
よ
び
事
業

年
度
の
期
首
か
ら
適
用
す
る
。

⑵　
た
だ
し
、
改
正
法
人
税
等
会
計

基
準
は
、
改
正
法
人
税
等
会
計
基

準
を
公
表
し
た
日
以
後
開
始
す
る

連
結
会
計
年
度
お
よ
び
事
業
年
度

の
期
首
か
ら
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

委
員
か
ら
は
、「
実
務
的
に
も
準

備
期
間
を
置
く
こ
と
は
適
当
」
と
賛

成
意
見
が
聞
か
れ
た
。

＊

次
々
回
（
６
月
10
日
開
催
予
定
）

に
文
案
を
審
議
す
る
予
定
。

専
門
委
員
か
ら
は
「
相
殺
し
て
い

な
い
場
合
に
、
相
殺
可
能
な
金
額
に

つ
い
て
特
定
が
難
し
い
場
合
が
あ
る

か
作
成
者
の
方
の
意
見
を
う
か
が
い

た
い
」
な
ど
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

第
５
７
６
回
親
委
員
会
で
は
、「
実

務
的
に
金
額
に
ば
ら
つ
き
が
出
る
」

と
懸
念
す
る
意
見
が
聞
か
れ
た
。

⑶　
質
問
８：そ
の
他

金
融
商
品
実
務
指
針
71
項
で
は
、

売
却
原
価
の
算
定
に
つ
い
て
、「
実

効
金
利
法
に
お
け
る
利
息
法
を
採
用

し
て
い
る
と
き
の
売
却
原
価
の
算
定

は
先
入
先
出
法
に
よ
る
」
と
の
記
載

が
あ
る
が
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
で

は
「
先
入
先
出
法
」
の
み
特
定
す
る

制
約
は
な
い
た
め
、
同
様
に
先
入
先

出
法
以
外
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
し

て
ほ
し
い
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ

ら
れ
た
。　

事
務
局
か
ら
、「（
案
１
）
特
段
の

対
応
は
行
わ
な
い
」
と
「（
案
２
）

実
効
金
利
法
を
採
用
し
て
い
る
と
き

の
売
却
原
価
の
算
定
に
つ
い
て
の
定

め
を
削
除
す
る
」
の
２
案
が
示
さ
れ

た
と
こ
ろ
、
専
門
委
員
か
ら
は
、
案

２
を
支
持
す
る
意
見
が
聞
か
れ
た
。

譲
渡
人
が
Ｓ
Ｐ
Ｃ
で
あ
る
場
合
の

金
融
資
産
の
消
滅
範
囲
の
明
確
化

企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
97
号

（
企
業
会
計
基
準
10
号
の
改
正
案
）

「
金
融
商
品
に
関
す
る
会
計
基
準

（
案
）」
等
を
最
終
化
し
た
際
の
適
用

時
期
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。

公
開
草
案
と
同
様
に
２
０
２
７
年

４
月
１
日
以
後
開
始
す
る
連
結
会
計

年
度
お
よ
び
事
業
年
度
の
期
首
か
ら

適
用
す
る
考
え
が
示
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
賛
意
が
聞
か

れ
、
第
５
７
６
回
親
委
員
会
で
も
異

論
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。

次
回
（
５
月
28
日
開
催
予
定
）
の

親
委
員
会
で
公
表
議
決
の
予
定
。

金
融
商
品
の
分
類
と
測
定

第
５
７
１
回
親
委
員
会（
２
０
２
６

年
３
月
20
日
号
（
№
１
７
７
１
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
て
優
先

的
に
検
討
を
行
う
フ
ェ
ー
ズ
１
の
項

目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
金
融
資

産
の
分
類
ア
プ
ロ
ー
チ
（
事
業
モ
デ

ル
お
よ
び
Ｓ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
要
件
に
基
づ
く

ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
か
ど
う

か
）
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
た
。

金
融
商
品
会
計
基
準
等
で
は
、
法

的
形
態
を
基
礎
に
分
類
さ
れ
た
金
融

資
産
の
種
類
ご
と
に
評
価
方
法
を
定

め
る
分
類
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ

て
い
る
。
一
方
、Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号「
金

融
商
品
」
で
は
事
業
モ
デ
ル
と
Ｓ
Ｐ

Ｐ
Ｉ
要
件
に
基
づ
く
分
類
ア
プ
ロ
ー

チ
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

事
業
モ
デ
ル
と
Ｓ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
要
件
そ

れ
ぞ
れ
に
基
づ
く
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の

ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
り
入
れ
た
場
合
の

影
響
に
つ
い
て
事
務
局
分
析
が
示
さ

れ
た
。

去
る
５
月
13
日
・
25
日
、
企
業
会

計
基
準
委
員
会
は
第
２
５
５
回
・
第

２
５
６
回
金
融
商
品
専
門
委
員
会
を

開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
に
つ
い
て
は
次
の

と
お
り
。

ま
た
、
５
月
14
日
開
催
の
第
５
７
６

回
親
委
員
会
で
は
、
第
２
５
５
回
の

専
門
委
員
会
と
同
様
の
テ
ー
マ
が
審

議
さ
れ
た
。

金
融
資
産
の
減
損

金
融
資
産
の
減
損
に
関
す
る
公
開

草
案
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
へ
の

対
応
（
案
）
の
検
討
が
行
わ
れ
た
。

⑴　
質
問
４：
償
却
原
価
に
係
る
会

計
処
理

質
問
４
に
お
い
て
は
、「
金
利
差

額
調
整
法
の
定
義
と
購
入
ま
た
は
組

成
し
た
信
用
減
損
債
権
の
償
却
原
価

法
に
お
け
る
簡
便
法
と
の
関
係
を
明

確
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
等
の
コ

メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。

事
務
局
は
、
コ
メ
ン
ト
を
受
け
、

金
融
商
品
実
務
指
針
105
―
4
項
の
記

載
に
「
期
待
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

と
取
得
価
額
と
の
差
額
を
弁
済
期
ま

で
の
期
間
で
除
し
て
各
期
に
配
分

し
、
取
得
価
額
に
加
減
す
る
方
法
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
」な
ど
を
加
え
、

明
確
化
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
賛
意
が
聞
か
れ

た
。

⑵　
質
問
５：開
示

質
問
５
に
お
い
て
は
、「
金
融
商

品
実
務
指
針
140
項
に
従
っ
た
相
殺
表

示
は
任
意
で
あ
る
た
め
、
相
殺
し
て

い
る
場
合
と
相
殺
可
能
で
あ
っ
て
も

相
殺
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
最
大

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
最
も
よ
く
表

す
金
額
に
つ
い
て
相
殺
後
の
金
額
と

し
て
い
る
点
を
見
直
す
べ
き
」
と
の

コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
事
務
局
は
、
信

用
リ
ス
ク
に
対
す
る
最
大
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
最
も
よ
く
表
す
金
額

は
、
金
融
商
品
実
務
指
針
140
項
に

従
っ
て
相
殺
し
た
金
額
ま
た
は
相
殺

可
能
で
あ
っ
た
が
相
殺
し
な
か
っ
た

金
額
を
控
除
し
た
後
の
金
額
と
修
正

す
る
と
し
た
。
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⑴　

事
業
モ
デ
ル
に
基
づ
く
ア
プ

ロ
ー
チ
の
採
用

金
融
商
品
会
計
基
準
等
で
は
個
々

の
金
融
資
産
ご
と
に
分
類
を
行
う
の

に
対
し
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
は
事
業
モ
デ
ル
ご
と
に
分

類
を
行
う
た
め
、
事
業
モ
デ
ル
に
関

す
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
取
り
入
れ
た
場
合
に
は
、
分
類
を

行
う
単
位
が
変
更
と
な
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
影
響
に
つ
い
て
、
金
融
資

産
の
分
類
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
９
号
の
事
業
モ
デ
ル
の
定
め
を
取

り
入
れ
た
と
し
て
も
、
分
類
変
更
が

生
じ
る
局
面
は
非
常
に
限
定
的
で
あ

り
、
過
大
な
コ
ス
ト
負
担
や
複
雑
な

判
断
が
要
求
さ
れ
る
状
況
が
生
じ
る

と
ま
で
は
い
え
な
い
と
分
析
し
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
「
違
和
感
は
な

い
」
と
の
意
見
が
多
く
聞
か
れ
た
も

の
の
、
仮
に
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
の

ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
り
入
れ
る
と
し
た

場
合
、
規
定
整
備
等
の
コ
ス
ト
負
担

等
を
懸
念
す
る
意
見
も
聞
か
れ
た
。

第
５
７
６
回
親
委
員
会
に
お
い
て

も
事
務
局
分
析
に
異
論
は
聞
か
れ
な

か
っ
た
。

⑵　
Ｓ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
要
件
に
基
づ
く
ア
プ

ロ
ー
チ
の
採
用　

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
Ｓ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
要
件

と
は
、
金
融
資
産
の
契
約
条
件
に
よ

り
、
表
示
さ
れ
て
い
る
通
貨
建
の
元

本
お
よ
び
元
本
残
高
に
対
す
る
利
息

の
支
払
の
み
で
あ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
が
所
定
の
日
に
生
じ
る
か
ど

う
か
で
金
融
資
産
を
分
類
す
る
も
の

で
あ
り
、
考
え
方
自
体
は
シ
ン
プ

ル
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｓ
Ｐ

Ｐ
Ｉ
要
件
の
評
価
に
関
し
て
利
息
の

構
成
要
素
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
と

い
っ
た
難
し
い
判
断
が
必
要
と
な
る

場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

９
号
で
は
、
詳
細
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
が

多
数
提
供
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
取
り
入
れ
る
場
合
に
は
、

判
断
が
必
要
と
な
る
領
域
を
相
対
的

に
小
さ
く
す
る
対
応
を
組
み
合
わ
せ

る
必
要
が
あ
る
と
し
た
。

そ
の
対
応
と
し
て
次
の
２
つ
の
方

向
性
が
示
さ
れ
た
。

・
案
１
：
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
Ｓ
Ｐ
Ｐ

Ｉ
要
件
に
関
す
る
定
め
を
す
べ
て

取
り
入
れ
る
。
さ
ら
に
、
必
要
に

応
じ
て
、
補
足
文
書
に
お
い
て
Ｓ

Ｐ
Ｐ
Ｉ
判
定
の
適
用
に
関
す
る
例

示
を
提
供
す
る
。

・
案
２
：
組
込
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
区

分
処
理
の
影
響
を
除
い
て
Ｓ
Ｐ
Ｐ

Ｉ
要
件
を
適
用
し
た
場
合
と
同
様

の
結
果
と
な
る
よ
う
に
、
金
融
資

産
の
種
類
ご
と
に
具
体
的
な
取
扱

い
を
定
め
る
現
行
の
取
扱
い
を
踏

襲
し
、
実
務
に
お
い
て
一
般
的
と

考
え
ら
れ
る
金
融
資
産
ご
と
に
個

別
の
定
め
を
設
け
る
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
案
２
を
支
持

す
る
意
見
が
多
く
聞
か
れ
た
。

排
出
枠
の
売
却
時・引
当
金
に
係
る

会
計
処
理
を
検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、実
務
対
応
専
門
委

会
　
　
計

去
る
５
月
20
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
７
７
回
実
務
対
応
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

前
回
専
門
委
員
会
お
よ
び
第
５
７

５
回
親
委
員
会
（
２
０
２
６
年
５
月

10
日
・
20
日
合
併
号
（
№
１
７
７
６
）

情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続

き
、
排
出
量
取
引
制
度
に
係
る
会
計

上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ

た
。
主
な
審
議
内
容
は
次
の
と
お
り
。

購
入
し
た
排
出
枠
の
売
却
の
会
計

処
理制

度
対
象
者
が
購
入
し
た
排
出
枠

を
保
有
義
務
の
充
足
以
外
の
目
的
で

取
引
す
る
こ
と
が
あ
る
と
想
定
し
た

場
合
、
購
入
し
た
排
出
枠
を
保
有
目

的
に
応
じ
て
分
類
す
る
か
ど
う
か
に

よ
っ
て
複
数
の
会
計
処
理
が
考
え
ら

れ
る
と
し
て
、
事
務
局
は
次
の
よ
う

に
整
理
し
た
。

（
案
１
）
購
入
し
た
排
出
枠
を
保
有
目

的
等
で
分
類
し
な
い
。

→
購
入
し
た
排
出
枠
の
売
却
に
つ

い
て
は
す
べ
て
会
計
上
も
資
産

の
売
却
と
し
て
取
り
扱
い
、
売

却
時
に
損
益
を
計
上
す
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

（
案
２
）
購
入
し
た
排
出
枠
を
取
得
時

に
保
有
目
的
等
に
応
じ
て
分
類
す

る
。

→
制
度
対
象
事
業
者
の
保
有
義
務

の
充
足
の
み
に
用
い
る
排
出
枠

は
無
償
割
当
の
排
出
枠
と
同
様

に
売
却
の
会
計
処
理
は
行
わ
な

い
一
方
、
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
を

目
的
と
し
て
保
有
す
る
排
出
枠

は
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
目
的
で
保

有
す
る
棚
卸
資
産
と
同
様
に
時

価
で
測
定
し
売
却
時
に
は
売
却

の
会
計
処
理
を
行
う
こ
と
等
が

考
え
ら
れ
る
。

（
案
２
）
は
目
的
に
応
じ
た
会
計

上
の
効
果
が
得
ら
れ
る
一
方
、（
案

１
）
よ
り
複
雑
で
、
企
業
の
選
好
で

恣
意
性
を
も
た
ら
す
懸
念
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
事
務
局
は
よ
り
シ
ン
プ
ル

な
（
案
１
）
の
採
用
を
提
案
し
た
。

専
門
委
員
の
意
見
は
分
か
れ
、（
案

２
）
を
支
持
す
る
専
門
委
員
は
、
目

的
別
の
ほ
う
が
会
計
処
理
時
に
わ
か

り
や
す
い
と
主
張
し
た
一
方
で
、
排

出
量
取
引
制
度
全
体
を
考
え
た
際
に

は
（
案
１
）
で
十
分
だ
と
す
る
専
門

委
員
の
声
も
あ
っ
た
。

制
度
対
象
者
の
引
当
金
の
会
計
処
理

事
務
局
は
、
無
償
割
当
の
排
出
枠

を
上
回
っ
た
際
の
経
済
的
資
源
の
流

出
を
引
当
金
と
し
て
計
上
す
る
場
合

に
お
け
る
、
次
の
３
点
に
つ
い
て
意

見
を
求
め
た
。

⑴　
引
当
金
の
計
上
要
件
に
該
当
す

る
具
体
的
な
時
点
＝
割
当
年
度
開

始
後
、
制
度
対
象
事
業
者
が
二
酸

化
炭
素
の
排
出
を
行
っ
た
時
点

⑵　
引
当
金
の
計
上
に
対
応
す
る
費

用
の
額
＝
割
当
年
度
の
排
出
実
績

量
見
込
み
に
対
す
る
排
出
の
進
捗

を
加
味
し
て
配
分
し
た
金
額

⑶　

排
出
枠
の
２
年
度
分
保
有
が
引

当
金
の
計
上
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
＝

翌
年
度
の
無
償
割
当
分
を
前
倒
し

で
使
用
す
る
こ
と
か
ら
当
年
度
の

引
当
金
会
計
処
理
に
加
味
し
な
い

の
で
は
な
い
か

専
門
委
員
か
ら
は
賛
意
が
聞
か
れ

た
が
、「
排
出
量
の
進
捗
情
報
が
な

い
と
、
期
中
の
排
出
枠
の
償
却
計
算

が
で
き
な
い
企
業
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
」と
い
っ
た
意
見
も
聞
か
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
事
務
局
は
「
企
業
が

行
う
排
出
実
績
の
届
出
が
割
当
量
の

指
標
に
な
る
一
方
、
初
年
度
に
つ
い

て
は
概
算
で
の
計
算
と
な
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
」
と
回
答
し
た
。
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環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
関
す
る
Ａ
Ｓ
Ｕ
、

公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

上
場
の
登
録
募
集・報
告
に
関
す
る

規
則
改
正
案
、公
表
─
Ｓ
Ｅ
Ｃ

国
際
会
計

去
る
５
月
19
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）

２
０
２
６
―
02
「
環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト

と
環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト
義
務
（
ト
ピ
ッ

ク
818
）」
を
公
表
し
た
。

こ
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
新
た
に
ト
ピ
ッ

ク
818
を
設
け
、
環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト

（environm
ental credit

）（
取

得
し
た
、
内
部
で
創
出
し
た
、
ま
た

は
規
制
当
局
か
ら
付
与
さ
れ
た
、
排

出
ま
た
は
そ
の
他
の
汚
染
を
防
止
、

管
理
、
削
減
、
ま
た
は
除
去
す
る
た

め
の
権
利
を
示
し
、
交
換
取
引
に
お

い
て
個
別
に
譲
渡
で
き
る
執
行
可
能

な
権
利
）
と
環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト
義
務

（
既
存
の
規
制
遵
守
プ
ロ
グ
ラ
ム
か

ら
生
じ
る
環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
よ
る

解
決
が
要
求
さ
れ
る
執
行
可
能
な
義

務
）
に
つ
い
て
、
認
識
、
測
定
、
表

示
、
お
よ
び
開
示
要
求
を
規
定
し
て

い
る
。

環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト

⑴　
当
初
の
認
識
と
測
定

環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト
は
、
環
境
ク

レ
ジ
ッ
ト
義
務
の
決
済
、
交
換
取

引
で
の
譲
渡
、
ま
た
は
一
方
向
の

（nonreciprocal

）
譲
渡
で
使
用

さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
場
合
に
、
資

産
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
以

外
の
環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
取
得
す
る

た
め
に
発
生
し
た
コ
ス
ト
は
、
発
生

時
に
費
用
と
し
て
認
識
す
る
。
資
産

と
し
て
認
識
さ
れ
る
環
境
ク
レ
ジ
ッ

ト
は
、
取
得
原
価
で
当
初
に
測
定
さ

れ
る
。

⑵　
そ
の
後
の
測
定（
報
告
日
の
測

定
）

遵
守
環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト（com

pli-
ance environm

ental credits

）

（
環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト
義
務
を
決
済
す

る
た
め
に
使
用
す
る
可
能
性
が
高
い

環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト
）
は
、
取
得
原
価

で
測
定
さ
れ
、
各
報
告
期
間
に
お
い

て
減
損
テ
ス
ト
は
実
施
さ
れ
な
い
。

一
方
、非
遵
守
環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト（
遵

守
環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト
以
外
の
も
の
）

は
、
取
得
原
価
か
ら
減
損
損
失
（
該

当
す
る
場
合
）
を
控
除
し
た
金
額
で

測
定
さ
れ
る
。

⑶　
表　
示

連
結
貸
借
対
照
表
に
お
い
て
、
遵

守
環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト
資
産
を
環
境
ク

レ
ジ
ッ
ト
義
務
負
債
と
区
別
し
て
個

別
に
表
示
す
る
。

⑷　
開　
示

定
性
的
情
報
（
環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト

の
取
得
方
法
と
利
用
目
的
、
会
計
方

針
、
お
よ
び
使
用
し
た
重
要
な
見
積

り
と
判
断
）
が
開
示
さ
れ
る
。

環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト
義
務

⑴　
認
識
と
測
定

報
告
日
以
前
に
発
生
し
た
事
象

（
た
と
え
ば
排
出
）が
環
境
ク
レ
ジ
ッ

ト
義
務
を
も
た
ら
す
場
合
に
、
環
境

ク
レ
ジ
ッ
ト
義
務
負
債
を
認
識
す

る
。
報
告
日
時
点
で
企
業
が
保
有

し
、
そ
の
義
務
を
決
済
す
る
た
め
に

使
用
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
遵

守
環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
帳
簿
価
額
に

よ
り
、
当
初
と
そ
の
後
の
測
定
を
す

る
。
報
告
日
で
遵
守
環
境
ク
レ
ジ
ッ

ト
が
不
足
し
て
い
る
場
合
、
不
足
分

は
そ
の
不
足
分
の
た
め
に
必
要
な
環

境
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
公
正
価
値
で
当
初

と
そ
の
後
の
測
定
を
す
る
。

⑵　
開　
示

規
制
遵
守
プ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と
に
、

環
境
ク
レ
ジ
ッ
ト
義
務
を
生
じ
さ
せ

る
活
動
（
決
済
の
内
容
と
時
期
を
含

む
）、
会
計
方
針
、
不
足
分
の
測
定

方
法
、
お
よ
び
使
用
し
た
重
要
な
見

積
り
と
判
断
が
開
示
さ
れ
る
。

適
用
関
係

Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
２
０
２
７
年
12
月
16

日
以
降
開
始
年
度
か
ら
、
遡
及
適
用

さ
れ
、
早
期
適
用
は
認
め
ら
れ
る
。

去
る
５
月
19
日
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
２

つ
の
規
則
改
正
案
を
公
表
し
た
。

１
つ
は
、
公
開
企
業
の
効
率
性
、

柔
軟
性
、
コ
ス
ト
削
減
を
高
め
る
た

め
の
「
登
録
募
集
の
改
革
案
」
で
あ

り
、
他
方
は
、
公
開
企
業
の
報
告
枠

組
み
を
簡
素
化
し
、
企
業
の
規
模
や

成
熟
度
に
合
わ
せ
て
開
示
義
務
を
よ

り
適
切
に
調
整
す
る
た
め
の
「
登
録

者
ス
テ
ー
タ
ス
と
新
興
成
長
企
業
へ

の
配
慮
の
改
革
案
」
で
あ
る
。

近
年
の
規
制
要
求
の
強
化
に
よ

り
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
上
場
企
業
数
は
減

少
し
て
お
り
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
公
表
さ

れ
た
改
正
案
は
、
最
近
公
表
さ
れ
た

半
期
報
告
の
選
択
を
認
め
る
規
則
改

正
案（
２
０
２
６
年
６
月
１
日
号（
№

１
７
７
７
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
と
と
も
に
、
企
業
が
上
場
し
続

け
る
こ
と
を
促
す
た
め
の
改
正
案
と

位
置
づ
け
て
い
る
。

各
改
正
案
の
概
要
は
次
の
と
お

り
。登

録
募
集
の
改
革
案

一
括
登
録
制
度(shelf registra-

tion
）（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
様
式
Ｓ
―
３
を
提

出
し
、
登
録
す
る
こ
と
で
、
市
場
の

状
況
等
に
よ
り
一
定
期
間
に
株
式
を

発
行
で
き
る
制
度
）
を
拡
大
す
る
。

多
く
の
恩
典
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
る
「
よ
く
知
ら
れ
た
経
験

豊
富
な
発
行
体
（w

ell-know
n 

seasoned issuers

）」
と
定
義
さ

れ
る
企
業
を
拡
大
す
る
。

登
録
者
ス
テ
ー
タ
ス
と
新
興
成
長

企
業
へ
の
配
慮
の
改
革
案

現
在
の
登
録
者
ス
テ
ー
タ
ス

は
、
大
規
模
加
速
登
録
者
（large 

accelerated filers

）、
加
速
登
録

者
、
非
加
速
登
録
者
、
小
規
模
報
告

企
業
、
新
興
成
長
企
業
の
５
区
分
で

あ
る
が
、
こ
れ
を
大
規
模
加
速
登
録

者
と
非
加
速
登
録
者
の
２
区
分
へ
と

変
更
す
る
。

大
規
模
加
速
登
録
者
と
な
る
た
め

の
基
準
を
時
価
総
額
７
億
ド
ル
か
ら

20
億
ド
ル
へ
引
き
上
げ
る
（
Ｉ
Ｐ
Ｏ

後
、
少
な
く
と
も
60
カ
月
は
大
規
模

加
速
出
登
録
者
に
は
な
る
こ
と
は
な

い
）。

コ
メ
ン
ト
期
限

コ
メ
ン
ト
の
募
集
期
間
は
、
改
正

案
が
連
邦
官
報
に
掲
載
さ
れ
て
か
ら

60
日
間
で
あ
る
。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考

2026年
5月19日

金融庁告示21号
企業内容等の開示に関する内閣府
令第十九条の九第五項に規定する
サステナビリティ開示基準を指定
する件の一部を改正する件

金融庁
2026年３月13日に改正された温室効果ガス排出の開示に関するSSBJ基準を、開
示府令に規定するサステナビリティ開示基準として指定するもの。
https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260519/20260519.html

2026年
5月22日

政令174号
金融商品取引法施行令の一部を改
正する政令　等

金融庁

2025年12月の金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」報告を踏まえ、イン
サイダー取引規制上の「親会社」を「他の会社の意思決定機関を支配している会社」
とする（2026年７月１日施行）、2025年６月の資金決済法の改正に伴い、金商法
上の有価証券とみなさない特定信託受益権の範囲を拡大する等（2026年6月１日
施行）の改正を行うもの。
https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260522/20260522.html

長
期
金
利
高
止
ま
り
と
円
安
の
背
景

金
　
　
融

Ａ
Ｉ・半
導
体
関
連
が
も
た
ら
す

日
経
平
均
株
価
の
割
高
感

証
　
　
券

５
月
22
日
の
日
本
市
場
で
は
、
新

発
10
年
国
債
利
回
り
が
２
・
７
７
％

で
推
移
し
、
前
月
比
で
０
・
３
４
％

ポ
イ
ン
ト
、
前
年
同
時
期
比
で
１
・

２
２
％
ポ
イ
ン
ト
高
い
水
準
と
な
っ

た
。
ま
た
、
30
年
国
債
利
回
り
も

４
・
０
１
％
と
４
％
台
に
乗
せ
、
前

月
比
で
０
・
３
９
％
ポ
イ
ン
ト
、
前

年
同
時
期
比
で
０
・
９
４
％
ポ
イ
ン

ト
高
い
水
準
と
な
っ
た
。
一
方
、
ド

ル
／
円
相
場
は
前
日
に
１
５
８
円
98

銭
前
後
で
取
引
を
終
え
た
後
、
22
日

も
１
５
８
円
台
後
半
か
ら
１
５
９
円

台
前
半
を
中
心
と
し
た
値
動
き
と
な

り
、
国
内
金
利
の
上
昇
に
も
か
か
わ

ら
ず
円
安
水
準
が
続
い
た
。

長
期
金
利
の
上
昇
要
因
と
し
て

は
、
原
油
価
格
上
昇
を
通
じ
た
イ
ン

フ
レ
懸
念
、
日
銀
の
追
加
利
上
げ
観

測
、
さ
ら
に
中
東
情
勢
へ
の
対
応
と

し
て
補
正
予
算
の
編
成
と
新
規
国
債

発
行
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
１

つ
に
あ
る
。
実
際
、
５
月
19
日
に

は
10
年
国
債
利
回
り
が
２
・
８
％
に

達
し
、
１
９
９
６
年
以
来
の
高
水

準
と
な
っ
た
ほ
か
、
円
相
場
も
１

ド
ル
＝
１
５
９
円
92
銭
ま
で
下
落
し

て
い
た
。
た
だ
、
通
常
で
あ
れ
ば
国

内
金
利
の
上
昇
は
円
高
要
因
に
な
り

得
る
が
、
今
回
の
円
安
基
調
は
、
そ

ま
た
し
て
も
驚
く
べ
き
展
開
で
あ

る
。
日
経
平
均
株
価
は
４
月
初
め
か

ら
動
意
を
強
め
、
４
月
末
に
６
万

円
に
到
達
、
さ
ら
に
５
月
13
日
に

６
３
、０
０
０
円
台
に
乗
っ
た
。
そ

の
後
６
万
円
を
割
っ
た
が
、
再
度
反

騰
、
25
日
に
は
６
５
、０
０
０
円
台

に
突
入
し
た
。

多
く
の
投
資
家
が
、
日
経
平
均
株

価
の
強
さ
に
あ
ら
た
め
て
驚
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

日
経
平
均
株
価
の
大
幅
な
変
動
を

演
出
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
Ａ

Ｉ
、
半
導
体
関
連
銘
柄
で
あ
る
が
、

足
元
で
は
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
グ
ル
ー
プ

（
Ｓ
Ｂ
Ｇ
）、
東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
２

社
が
平
均
価
格
に
極
め
て
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
５
月
初
め
か

ら
中
旬
ま
で
、
日
経
平
均
株
価
に
つ

い
て
、
Ｓ
Ｂ
Ｇ
と
東
京
エ
レ
ク
ト

ロ
ン
の
寄
与
度
が
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
と

な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
日
経
平
均
株
価
は
一

部
の
高
株
価
銘
柄
が
平
均
価
格
を
大

き
く
動
か
す
構
造
に
な
っ
て
お
り
、

日
本
の
株
価
水
準
を
適
正
に
表
し
て

い
な
い
、
偏
り
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

値
嵩
株
問
題
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ

れ
だ
け
で
は
説
明
し
に
く
い
。
む
し

ろ
、
米
金
利
の
高
止
ま
り
が
続
く
な

か
で
、
日
米
金
利
差
の
縮
小
期
待
が

十
分
に
強
ま
ら
ず
、
同
時
に
日
本
側

で
は
財
政
拡
張
に
よ
る
国
債
需
給
の

悪
化
懸
念
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
、
円
買
い
を
抑
え
て
い
る
と
み
る

べ
き
だ
ろ
う
。

30
年
国
債
利
回
り
が
４
％
台
に
乗

せ
て
い
る
こ
と
は
、
短
期
的
な
金
融

政
策
見
通
し
だ
け
で
な
く
、
財
政
運

営
や
国
債
消
化
に
対
す
る
市
場
の
警

戒
も
映
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
内
投

資
家
の
国
債
需
要
や
海
外
投
資
家
の

円
売
り
姿
勢
も
、
当
面
の
相
場
の
方

向
を
左
右
し
得
る
要
因
だ
。
も
ち
ろ

ん
、
日
銀
の
追
加
利
上
げ
観
測
が
一

段
と
強
ま
れ
ば
円
高
方
向
に
振
れ
る

場
面
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
イ

ン
フ
レ
懸
念
と
財
政
拡
張
懸
念
が
同

時
に
残
る
局
面
で
は
、
金
利
上
昇
が

た
だ
ち
に
通
貨
高
に
結
び
つ
く
と
は

限
ら
な
い
。

こ
う
し
た
要
因
が
重
な
り
、
金
利

上
昇
と
円
安
の
併
存
は
一
時
的
な
市

場
変
動
と
い
う
よ
り
、
低
金
利
と
安

定
し
た
為
替
を
前
提
と
し
て
き
た
企

業
経
営
環
境
の
変
化
を
示
し
つ
つ
あ

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

る
。現

在
、
日
経
平
均
株
価
の
動
向
は

Ａ
Ｉ
、
半
導
体
関
連
分
野
が
決
め
て

い
る
が
、
そ
れ
に
大
き
な
影
響
を
与

え
る
の
が
、
米
国
の
Ａ
Ｉ
、
半
導
体

企
業
で
あ
る
。
米
国
企
業
は
本
体
を

扱
う
主
役
で
あ
り
、日
本
企
業
は「
関

連
」
と
い
う
言
葉
が
つ
い
て
い
る
よ

う
に
Ａ
Ｉ
・
半
導
体
産
業
の
周
辺
を

回
る
脇
役
で
あ
る
。
脇
役
は
結
局
、

主
役
に
振
り
回
さ
れ
る
。

米
国
の
Ａ
Ｉ
・
半
導
体
産
業
は
産

業
史
の
歴
史
に
も
例
が
見
当
た
ら
な

い
よ
う
な
ブ
ー
ム
状
態
に
あ
る
。
そ

の
象
徴
が
驚
く
ほ
ど
巨
額
の
設
備
投

資
ラ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
優
秀
な
経
営

力
が
称
え
ら
れ
る
米
国
の
テ
ッ
ク
企

業
で
は
あ
る
が
、
設
備
投
資
の
判
断

は
万
全
な
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
と
し
て
は
、
米
テ
ッ
ク
企
業

の
評
価
を
す
る
こ
と
は
至
難
の
業

だ
。
で
き
る
こ
と
は
Ａ
Ｉ
・
半
導
体

関
連
産
業
へ
の
投
資
一
辺
倒
で
は
な

く
日
経
平
均
株
価
を
形
成
す
る
、
そ

の
他
の
産
業
で
、
収
益
見
通
し
の
明

る
い
企
業
に
も
資
金
配
分
を
高
め
て

い
く
こ
と
だ
ろ
う
。


